
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センターの各事業年度の業務実績評価（年度評価）の考え方について　～概要～

 
　
　
　（１） 中期目標の達成に向け、法人の中期計画の事業の進行状況を確認する。

　（２） 評価を通じて、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示す。

　（３） 法人の業務運営の改善・向上に資する。

　（４） 都民への説明責任を果たす。

評価の基本方針

　○ 様式
　
　・分科会が別に指定する様式等に基づき作成する。

　○ 業務実績の記載
　
　・年度計画に記載されている項目ごとに、自己点検及び検証を行い、業務実績を
    記載する。

　・特筆すべき事項があれば、特記事項として記載する。

　○ 自己評価
　
　・業務実績の記載に基づき、分科会が指定する評価項目ごとに達成状況の自己評価
　　を行う。

　・評語については、評価委員会で評価する評語と同様とする。
　　（Ｓ・Ａ～Ｄの５段階評価により自己評価を行う。）

業務実績報告の作成

　

　　　東京都地方独立行政法人評価委員会
　　　高齢者医療・研究分科会

　　　東京都健康長寿医療センター

評 価 方 法

項目別評価

全体評価

・項目別評価を実施するにあたって、法人から提出された業務実績報告書などを基に検証を
  行う。
・検証にあたっては、法人からのヒアリングを実施する。

高齢者医療・研究分科会による検証

・業務実績報告書の検証を踏まえ、事業の進捗状況・成果を年度計画の評価項目ごとに
　Ｓ・Ａ～Ｄの５段階で評価する。

　　Ｓ…年度計画を大幅に上回って実施している
　　　　（顕著な実績又は特に優れた成果が認められるもの）
　　Ａ…年度計画を上回って実施している
　　　　（計画を上回る実績、あるいは困難な目標を設定し、それを達成していると認められ
　　　　　るもの）
　　Ｂ…年度計画を概ね順調に実施している
　　　　（年度計画に記載された事項を概ね計画どおり実施していると認められるもの）
　　Ｃ…年度計画を十分に実施できていない
　　　　（実績・成果ともに計画を下回っていると認められるもの）
　　Ｄ…業務の大幅な見直し、改善が必要である
　　　　（実績・成果ともに計画を大幅に下回っている、あるいは年度計画を実施していない
　　　　　と認められるもの）

・特筆すべき点、遅れている点があればコメントを付す。

高齢者医療・研究分科会による評価

項 目 別 評 価
全 体 評 価

・項目別評価結果を踏まえつつ、法人の中期計画の進行状況全体について、記述式で評価する。
・中期計画の達成度等、業務全体の状況について、法人の目的に照らし総合的な視点から判断
　する。
・特記すべき法人の自主的な取組みがあれば、当該事項も含めて総合的に評価する。

高齢者医療・研究分科会による評価

＜記載例＞

〇～特筆すべき業務の進捗状況にある
〇～優れた業務の進捗状況にある
〇～概ね着実な業務の進捗状況にある
〇～業務の進捗状況に遅れがみられる
〇～業務の進捗状況に大幅な遅れが見
　られ業務の改善が必要

＜観点＞

 ① 総評
 ② 都民に提供するサービス及びその他の業務の質
　　の向上に関する事項
 　・高齢者の特性に配慮した医療の提供
 　・高齢者医療・介護を支える研究の推進
 　・人材の確保、人材育成
 ③ 法人の業務運営及び財務状況に関する事項
 ④ その他（中期目標・中期計画の達成に向けた課
　　題、法人への要望など）

業務実績
報告書提出

評価結果(案)
についての
事実確認

　

　　分科会が評価を実施するにあたっての基本方針等として示されている「東京都
　地方独立行政法人の評価の基本的な考え方」（平成１９年３月２３日東京都地方
　独立行政法人評価委員会決定）に基づき、東京都健康長寿医療センターの各事業
　年度の業務実績評価方針及び評価方法を定め、評価を実施する。

基本的な考え方


